
 

 

 

 

1・2月号のサンワライナーにおいて、R8税制改正大綱特集について取り上げましたが、今回は 

消費税のインボイス制度の見直しについて取り上げていきます。 

（1）2割特例の見直し 

           （改正前）                                （改正後） 

  法人は令和 8年 9月 30日までの日の属            個人事業者のみを対象に、令和 9年分 

する課税期間、個人事業者は令和 8年             及び令和 10年分限りの措置として、消費 

12月 31日までの消費税の納付税額を              税の納付税額を売上に係る消費税額の 

売上に係る消費税額の 2割 とすることが                「3割」とすることができる措置が講じられ 

できる特例。                                      ます。 

  

（2） 免税事業者等からの課税仕入れに係る仕入税額控除可能割合の見直し 

  従来は令和 5年 10月 1日から令和 8年 9月 30日までは、控除可能割合が 80％、令和 8年 10月 1日から 

 令和 11 年 9 月 30 日までは、控除可能割合が 50％、令和 11 年 10 月 1 日からは控除不可でしたが、令和 8

年度の税制改正において、この経過措置の適用期限が 2年延長されるとともにその控除割合も見直されます。 

内容に関しては、改正前と改正後で図に表すと以下のようになります。 

 

R5.10                 R8.10            R11.10               

 

  改正前 

 

                                                     控除不可 

     R5.10                 R8.10          R10.10              R12.10      R13.10 

               

  改正後           

 

控除不可 

                                                                                    

 

 
 

令和８年４月号 

 SANWA LINER 
ＵＲＬ https://sanwa-kaikei.com 

※ ホームページも情報満載です。 

是非、ご覧下さい！！ 

税理士法人 三和会計事務所 

山形市浜崎 76 番地 7 

TEL：（023）624-3466 

 FAX：（023）624-3472 
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4 月の主な税務 

■4/10(金)  ・3 月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 

■4/23(木)  ・令和 7 年分申告所得税の口座振替 

■4/30(木)  ・令和 7 年分個人消費税の口座振替 

■4/30(木)  ・2 月決算法人の確定申告と納税 

・8 月決算法人の中間申告と納税 

・消費税の年税額が 400 万円超の 5 月,8 月, 

11 月決算法人の 3 月ごとの中間申告と納税 
 

 

令和 8 年 3 月分（4 月納付分）から保険料率が変わります 

☆介護保険料率【現在：1.59％⇒変更後：1.62％】 

 

 

4月の税務カレンダー  
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